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1.納税の延期又は分割納税の申請

適用期間

2020年1月15日から2021年6月30日

適用状況

納税義務者(営利事業者、個人)は新型コロナウィルスの影

響を受け、以下の状況のいずれか1つがあり、規定期限ま

でに納税出来ない場合、最長1年の納税の延期、又は最長

3年の月ごとの分割納税を申請することができ、利息は免

除される。

営利事業者

 中央目的事業主務機関から「厳重特殊伝染性肺炎によ

る隔離及び検疫期間の防疫補償規則」及び「厳重特殊

伝染性肺炎予防治療及び救済振興特別条例」（以下、

関連法令）に基づき、関連措置を受けた。

 短期における売上高が急減した。 (例：2020年1月から

いずれかの連続2個月における平均営業額が2019年12

月より前の6個月又は前年同期平均営業額に比べ15%

以上減少した)

個人

 中央目的事業主務機関から関連細則に基づき、関連措

置を受けた。

 勤務先事業が新型コロナウィルスの影響を受け、労工

行政主務機関に無給休暇の実施を届出した。

 その他新型コロナウィルスの影響を受けた。(例：減給、

自己都合以外の離職又は労働日数が当月の本来の労

働日数の1/2以下となった月が2個月に達する)

適用手続

規定の納税期間において、申請書及び関連証明書類を税

務当局に提出し申請する。

注意事項

納税の延期又は分割納税の承認を受け、いずれかの回の

税金を期限までに納付しない場合、税務当局は10日以内

に一括納税するよう未納税額通知を発行する。

新型コロナウィルス(COVID-19)の影響を受け、すでに政府は以下を含む多くの租税措置を制定しています。1.納

税の延期又は分割納税の申請、2.隔離又は検疫を受けた場合の財政部公告の適用による申告・納税期間の延長、

3.従業員の防疫隔離休暇時に支払った給与費用の倍額控除、及びその他支援措置に関する要点のまとめは以下

の通りです。

COVID-19 関連法令 (五)

関連租税措置のまとめ
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2.財政部の公告適用による申告納税期間

延長

適用期間

2020年3月から5月に課徴される税金

適用状況

個人、事業責任者、会計責任者又は委任を受けて申告す

る会計士、記帳士、記帳及び税務申告代理人が、申告納

付期間中に隔離又は検疫を受けた場合、以下の申告納税

期間の延長を適用することができ、利息は免除される。

国税

 営利事業所得税及び個人所得税確定申告：6月30日ま

で延長

 営業税、貨物税、たばこ酒税、特種貨物及び役務税：そ

れぞれ3月31日、4月30日及び6月1日まで延長

 毎月の源泉徴収税の納税：それぞれ3月31日、4月30日

及び6月1日まで延長

 非居住者に所得を支給した際に申告納付する必要があ

る源泉税：20日間延長

 営利事業所得税決算、清算、特殊会計年度確定申告

及び中間納付申告、及び個人房地一所得税申告：30日

間延長

地方税

 家屋税：6月30日まで延長

 車両鑑札使用税：6月1日まで延長

適用手続

事前の申請は不要。申告時に主務機関発行の隔離治療通

知書、隔離通知書又は検疫通知書等の関連証明書類を添

付する。査定により課徴される税金に属する場合、上記の

証明書類を添付し、税務当局に納税期間の延長を申請す

る。

注意事項

適用者が申告・納税期限延長期間の満期時になお隔離治

療を受けている場合、その申告・納税期限は隔離治療終了

日の翌日から20日間延長することができる。

3.従業員の防疫隔離休暇時に支払った給

与費用の倍額控除

適用期間

2020年1月15日から2021年6月30日

適用状況

従業員の以下の防疫休暇期間において、営利事業者が支

払った給与、俸給、賃金及びその他業務に従事し得られる

経常性給与

 従業員が各級衛生主務機関から隔離又は検疫の認定

を受け取得した防疫隔離休暇

 各級衛生主務機関から隔離又は検疫の認定を受けた

隔離者や検疫者で、自身で生活が出来ない家族の介

護のために従業員が取得した防疫隔離休暇

 従業員が中央流行疫情指揮センター指揮官による対応

処理指示のため取得する休暇

適用手続

所得税申告時に規定フォームに記入し、以下の書類を添

付する。

 各級衛生主務機関より発行した従業員又は被介護者の

隔離又は検疫証明書類。または中央流行疫情指揮セン

ター指揮官による対応処理指示のための休暇取得証明

書類

 従業員休暇(防疫隔離休暇)申請書、休暇記録又はその

他証明書類

 給与金額証明

 防疫休暇期間に支払った倍額控除が適用される給与の

計算明細表
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注意事項

 所得額はゼロを限度に減額する。計算した所得額

がマイナスになる場合、倍額控除は適用できない。

 すでにその他の法律規定による租税優遇(例：研究

開発支出の投資控除優遇)が適用されている場合、

重複して適用することができない。
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